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平成３０年度の入札・契約制度の改正について 

 

 I 最低制限価格制度及び低入札価格調査制度の算定式の改正について 

「足利市最低制限価格制度事務処理要領」及び「足利市低入札価格調査制度実施

要綱」の算定式について、以下のとおり改正します。 

 

１ 内容 

(１) 最低制限価格制度：最低制限価格の算定式(表１) 

(２) 低入札価格調査制度：調査基準価格の算定式(表１)及び基本調査の数値的判断

基準(表２) 

 

表１ 最低制限価格・低入札調査基準価格（表にない業種は改正なし。） 

建設工事 改正後 現行 

 

建
築
工
事
及
び
設
備
工

事 ① 直接工事費 （①×0.90）×0.97 （①×0.95）×1.00 

② 共通仮設費 ②×0.90 ②×1.00 

③ 現場管理費 
（③＋①×0.10）×

0.90 
③×0.80 

④ 一般管理費等 ④×0.55 ④×0.55 

工事価格（①～④の合

計）に対する設定範囲 
８７～９２％ ８７～９２％ 

建設工事関連業務 改正後 現行 

 

土
木
関
係
建
設
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
業
務 

① 直接人件費 ①×1.00 ①×1.00 

② 直接経費（積上計

上） 
②×1.00 ②×1.00 

③ その他原価 ③×0.90 ③×0.90 

④ 一般管理費等 ④×0.48 ④×0.45 

業務価格（①～④の合

計）に対する設定範囲 
６０～８２％ ６０～８２％ 

 

地
質
調
査
業
務 

① 直接調査費 ①×1.00 ①×1.00 

② 間接調査費 ②×0.90 ②×1.00 

③ 解析等調査業務費 ③×0.80 ③×0.70 

④ 諸経費 ④×0.45 ④×0.50 

業務価格（①～④の合

計）に対する設定範囲 
２／３～８５％ ２／３～８５％ 



2 

表２ 低入札数値的判断基準（建築工事及び設備工事のみ。他は改正なし。） 

 

２ 適用日 

平成３０年４月１日以降に入札公告又は指名通知する案件から適用します。 

 

 

 II 指名競争入札の対象範囲について 

現在、指名競争入札の対象範囲を２，０００万円未満としていますが、平成３０

年度は、入札事務の効率化による事業の早期着手を図り、更なる品質の向上と地

元建設業者の育成のため、当分の間５，０００万円未満まで拡大します。 

 

１ 内容 

対象 平成３０年度 平成２９年度 

建設工事及び建設工事関連業務 
当分の間 

５，０００万円未満 

当分の間 

２，０００万円未満 

 

２ 適用日 

平成３０年４月１日以降に入札公告又は指名通知する案件から適用します。 

 

 

項目 改正後 現行 

ア 直接工事費 （ア×0.90）×0.75 （ア×0.95）×0.75 

イ 共通仮設費 イ×0.70 イ×0.70 

ウ 現場管理費 （ウ＋ア×0.10）×0.70 ウ×0.70 

エ 一般管理費等 エ×0.55 エ×0.55 

オ 工事価格 ①＋②＋③＋④－⑤ 

①＋②＋③＋④－⑤ と 

⑥＋⑦＋⑧＋⑨ のいずれ

か低い額 

 

① 直接工事費 （①×0.90）×0.97 （①×0.95）×1.00 

② 共通仮設費 ②×0.90 ②×1.00 

③ 現場管理費 （③＋①×0.10）×0.90 ③×0.80 

④ 一般管理費等 ④×0.55 ④×0.55 

⑤ 工事価格 ⑤×0.03 ⑤×0.03 

⑥ 直接工事費 なし （⑥×0.95）×1.00 

⑦ 共通仮設費 なし ⑦×0.90 

⑧ 現場管理費 なし ⑧×0.80 

⑨ 一般管理費等 なし ④×0.55 
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 III 発注基準金額について 

土木一式工事のＢ級に対する発注基準金額を改正します。 

 

１ 内容 

等級 
発注基準金額 

平成３０年度 平成２９年度 

Ａ ７００万円以上 ７００万円以上 

Ｂ ３００万円以上３，５００万円未満 ３００万円以上２，５００万円未満 

Ｃ １，０００万円未満 １，０００万円未満 

 

２ 適用日 

平成３０年４月１日以降に入札公告又は指名通知する案件から適用します。 

 


